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学校における体罰の根絶に向けて 

 

 部活動は、教育課程外の教育活動として定着してきた我が国固有の学校文化である。部活動はた

だ単に上手になるとか、試合の勝ち負けにこだわるだけでなく、努力する気持ち、克己心、思いや

り、そして自主性や社会性を育てる。そして何よりも、心から話し合える友達、先輩・後輩の上下

関係や顧問の先生との絆
きずな

等、豊かな人間関係の基礎を培う上で、極めて重要な教育活動であり、今

後も引き続き振興していくことが大切である。 

平成２４年末、大阪市立桜宮高等学校バスケットボール部において、顧問教諭の体罰を背景とし

て生徒が自殺するという痛ましい事件が発生した。この事件を契機に、これまでにない規模で全国

的に調査が行われ、潜在化していた体罰等の実態が明らかとなってきた。また、多くの運動部活動

における暴力的な指導が問題となり、柔道をはじめとしてスポーツ界における指導の在り方も問わ

れることとなった。 

東京都教育委員会は、平成２５年１月１７日付けで、体罰の根絶に向け、「適切な部活動指導の

推進について」の通知を発出するとともに、都内公立中学校及び高等学校を対象に、「部活動指導

における体罰の実態把握について」により、平成２４年度中の運動部活動における体罰の実態調査

を開始した。その後、１月２３日には、文部科学省による全国調査が始まったことを受け、小学校

を含めた都内全公立学校を対象に、全ての教育活動における体罰を調査することとなった。 

その結果、平成２５年５月２３日、都内公立学校における体罰の実態把握について、最終報告を

行うに至った。東京都では、平成 19 年度から平成 23 年度までの間、平均すると 1 年間に約 30

件の体罰に係る懲戒処分・措置が行われてきた。しかし、このたびの調査により、平成 24 年度に

は、146 校で 182 件の体罰が明らかとなった。また、体罰に至らないまでも不適切な指導と判断

されたものも 335 校で 542 件明らかとなった。 

 多くの学校では、児童・生徒を健全に育成していくために、適切に部活動が行われている。一部

であっても、体罰を指導の手段とすることがあってはならない。そのためにも、体罰を指導の一環

とする認識や暴力による厳しい指導も時として必要とする風潮を一掃していかなければならない。 

しかし、既に明治 12 年（1879 年）の教育令において、「凡
オヨソ

学校ニ於
オ イ

テハ生徒ニ体罰ヲ加
ク ハ

フ可
ベ カ

ラ

ス」と定められて以来 130 年以上経っても、体罰は後を絶たない状況である。教師となり授業を

行うことを、「教鞭
きょうべん

をとる」と言うが、我が国では永らく体罰を容認する風土や、多少の「愛の鞭
む ち

」

は必要といった意識が潜在的にあり、問題の根は極めて広く深い。 

 東京都教育委員会では、今回の事件を契機に、体罰の根絶に向けた総合的な対策を検討すること

となった。平成２５年２月に本委員会が設置されて以来、体罰が起こる原因や背景、そして体罰を

根絶していくための対策を検討してきた。このたび、その検討結果を取りまとめたので、ここに報

告する。 

平成２５年 9 月１２日 








